
まちからの大切なお知らせI n f o r m a t i o n

　マイナンバーと健康保険証が一体となった『マイナ保険証』をお持ちの方、お持ちでない方それぞ
れに以下の書類を送付します。
　７月中旬に送付しますが、お手元に届くまで時間を要します。８月になりましても届かない場合は、
お問い合わせください。

問�国民健康保険係（131～ 133）保健福祉課

国民健康保険・後期高齢者医療保険の
資格情報が８月に更新されます

マイナ保険証利用登録済の方 マイナ保険証を登録していない方

国
保
の
方（
世
帯
主
に
送
付
）

資格情報のお知らせ
70歳未満は有効期限なし

70歳以上は令和８年７月31日まで有効

停電などでマイナ
ンバーカードの読
み取りができない
場合に必要となる
書類です。

資格確認書
令和８年７月31日まで有効

後
期
高
齢
者
医
療
の
方

資格確認書
令和８年７月31日まで有効

令和８年７月31日までの暫定的な措置とし
て、マイナ保険証をお持ちの方にも資格確
認書を交付します。

資格確認書
令和８年７月31日まで有効

※有効期限が過ぎた被保険者証は、自分でハサミなどで裁断して処分をしてください。
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